
は じ め に

独立行政法人化を迎える国立大学において，大学

評価・学位授与機構（以下評価機構）による大学評

価は重大な関心事である。将来的な制度として，客

観評価の結果に基づく競争的資源配分が取り入れら

れようとするなか，評価機構による大学評価がもた

らす大学運営上への影響は計り知れず，改善のサイ

クルを生み出す大きな原動力となっている。

平成１０年の大学審議会からの答申において１），国

立大学における教育研究活動について，客観的かつ

多元的な評価システム確立のための第三者機関によ

る評価導入や，評価情報公開による質的充実を促す

競争の促進，適切な資源配分の導入などの改革方策

が示された。これに基づき，平成１２年から評価機構

が発足し，全学テーマ別評価と分野別教育評価・分

野別研究評価が毎年実施されている。これまで各大

学における自己点検評価は自校の成果報告が主体で

あったが，評価機構による評価は，一定の観点を示

した上で各校から実績データと自己評価を求める。

これにより各校が抱える問題点が露わになるととも

に，各校が取り組む良い事例（ベストプラクティス）

が報告される。つまり観点毎に国立大学各校の問題

点と好事例が報告され，その中に教育制度の改善の

糸口を見いだすことができる。

評価機構から公表される評価は，各大学の掲げる

目的・目標に対してどの程度達成しているかが判断

基準となり，評価尺度も各校の歴史，資源，規模等

を尊重し，多様化することが前提となっている。そ

のため，評価を実施する上で必要となる評価基準

が，必ずしも明確な形で評価者と被評価者の間で合

意されておらず，かつ普遍的な尺度として全大学に

適用されているわけではない。国立大学協会シンポ

ジウムにて２），国立大学協会第８常置委員会の評価

結果分析作業グループが発表した「評価結果と国大

協アンケートの分析」３）においても評価結果に対す

る不満が数多く寄せられている。評価機構の評価結

果記述欄４）にも「これらの水準は，当該大学等の有

する目的及び目標に対するものであり，大学等間で

相対比較することは意味を持たない」と記述され

る。しかしながら，５段階という分かり易い評価基

準が大学名と共にマスコミを通じて公表され，あた

かも統一的尺度に沿った絶対評価として一人歩きし

ており，そのランキングのみが大学の実力として

誤って社会認知される現状は問題である。一方で，

優れた教育研究手法に取り組む大学を事例として捉

え，自校の教育研究に関する制度を改善するための

手立てとして利用することは，各校が高等教育機関

としてさらに発展・成長していくために必要なス

テップである。これらの改善の糸口を真摯に検討

し，自律的な改善活動を継続的に実践することが，

今後の国立大学に求められる姿勢であろう。

以上のような考え方に立ち，平成１５年３月に公開

された「教養教育」評価報告書５）を基に評価機構の

評価傾向を検証するとともに，各観点でのベストプ

ラクティスと愛媛大学の課題について検討する。

教養教育における全体評価

教養教育に関する４つの観点について，大学規模

別の評価結果の分布を図１－ａに示す。ここでは大

学規模をクラス分けするため，教員数および学生数
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を基にクラスター分析を行い，４つのカテゴリに分

けた（図１－ ｂ）。

評価結果の全体的な特徴としては，ほとんどの大

学が「おおむね貢献している」，あるいは「かなり

貢献している」と高評価を得ており，最低評価であ

る「貢献していない」と評価された大学は皆無であっ

た。観点別では，「教育課程の編成」が最も全体的

な評価が高く，次いで「実施体制」，「教育方法」と

なり，最も評価が悪いのが「教育効果」である。「国

大協第４回大学評価シンポジウム」で指摘されたと

おり，「大学側のコントロールが効くところについ

ては評価が高いが，それから離れるに従って評価が

低い」３）のだが，これは大学自体が持つ管理資料や

データ量に比例すると考えられる。つまり，実際に

教養教育で取り組まれる授業編成や授業内容等は豊

富なデータを拠り所として手厚く論拠されているた

め観点の評価は高いが，教育効果の測定項目等は指

標やデータ入手がこれから取り組まれる課題である

ため，根拠資料が手薄となり，評価が厳しくなった

と考えられる。

大学規模による評価傾向は，教員規模のクラスタ

総合 大 学 大規模大学 中規模大学 小規模大学

教 員 数※
学部生数※

９８２
１１，２５１

６２６
８，０３１

３３０
４，６３４

１２８
１，２８０

群 内 項 目 北 海 道 大
東 北 大
千 葉 大
東 京 大
新 潟 大
名 古 屋 大
京 都 大
大 阪 大
神 戸 大
岡 山 大
広 島 大
九 州 大
鹿 児 島 大

山 形 大
茨 城 大
筑 波 大
埼 玉 大
横 浜 国 大
金 沢 大
信 州 大
静 岡 大
山 口 大
愛 媛 大
長 崎 大
熊 本 大

北海道教育大
弘 前 大
岩 手 大
秋 田 大
福 島 大
宇 都 宮 大
群 馬 大
東 京 外 大
東 京 学 芸 大
東 京 農 工 大
東 京 工 業 大
電 通 大
一 橋 大
富 山 大
福 井 大
山 梨 大
岐 阜 大
愛 知 教 育 大
名 古 屋 工 大
三 重 大
滋 賀 大
大 阪 外 語 大
大 阪 教 育 大
和 歌 山 大
鳥 取 大
島 根 大
徳 島 大
香 川 大
高 知 大
九 州 工 大
佐 賀 大
大 分 大
宮 崎 大
琉 球 大

室 蘭 工 大
小 樽 商 科 大
帯 広 畜 産 大
旭 川 医 科 大
北 見 工 大
宮 城 教 育 大
図書館情報大
東 医 歯 大
東 京 芸 大
東 京 商 船 大
東 京 水 産 大
お 茶 の 水 大
長 岡 技 科 大
上 越 教 育 大
富 山 医 薬 大
福 井 医 科 大
山 梨 医 科 大
浜 松 医 科 大
豊橋技術科学大
滋 賀 医 科 大
京 都 教 育 大
京都工芸繊維大
兵 庫 教 育 大
神 戸 商 船 大
奈 良 教 育 大
奈 良 女 子 大
島 根 医 科 大
鳴 門 教 育 大
香 川 医 科 大
高 知 医 科 大
福 岡 教 育 大
九州芸術工科大
佐 賀 医 科 大
大 分 医 科 大
宮 崎 医 科 大
鹿 屋 体 育 大

図１－ａ 大学規模別評価結果
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出典：大学評価・学位授与機構「教養教育」評価報告を集計

図１－ｂ 大学規模別クラスター分析
各大学の学部教員数及び教員数当たりの学生数を変数として４クラスターに分別。
（ユークリッド平方距離，ウォード法）

※２００２年５月現在
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ーに比例した評価傾向となり，規模の大きい大学ほ

ど比較的優位な評価を得ている。特に大規模校ほど

開講される講義数や講義内容に厚みがあり，設備整

備等の点でも優位に立つことが要因と考えられる。

ただし「教育方法」については，観点として教育設

備や学習環境が含まれているため，総合大学とそれ

以外の大学との差が著しい結果となった。また，「教

育の効果」において，総合大学では「ある程度達成

する」とのマイナス評価が皆無であることが特徴で

ある。

教養教育評価報告書の問題点

各項目の分析に入る前に，この教養教育評価報告

書の問題点について述べる。大学評価の前提となる

自己評価書は，各大学の自己評価をベースに評価対

象校が作成し，評価機構に提出される。評価機構に

よる評価は，提出された自己評価書とインタビュー

による聞き取り調査が主体である。従って評価機構

の評価は，大学からの自己申告をベースとした評価

にならざるを得ない。そのため，問題点を敢えて報

告せず，相応の評価を得る大学がある一方で，問題

点を含めて大学の実態を正直に報告した大学の評価

が問題有りと評価されるなど，大学間の対応の差に

よる評価差が生じたことは否めない。また，各校の

独自性を尊重した多面的評価を行うため，評価項目

に対する評価軸そのものが大学間，あるいは評価者

間で相違する傾向が見受けられる。評価結果報告書

に記載されている評価は，各大学の教養教育の目

標・目的に対する評価として，各々の達成度を示す

指標にすぎず，優劣性を示すものではないことを改

めて認識することが必要である。

教養教育の実施体制

教養教育の実施体制について，各大学の目的・目

標に対する評価について図示すると図２となる。こ

れは，実施体制における評価結果から，教養教育の

実施組織に関する４項目と教養教育の改善のための

取り組み状況に関する４項目の合計８項目注１につい

て主成分分析したもの注２であり，分析の結果，初期

の固有値が１以上のものから２因子採択した。第１

因子は全項目に渡り高い負荷量が付与されているこ

とから，教養教育における総合的な取り組みに対す

図２ 教養教育の実施体制における目標・目的達成度の評価傾向
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大学評価・学位授与機構による「教養教育」評価傾向について

２５大学教育実践ジャーナル 第２号２００４



る評価とした。第２因子は教養教育を検討するため

の組織と教養教育の実施を補助・支援するための組

織に高い負荷量が付与される一方，問題点の把握シ

ステムと問題点を改善に結びつける改善フィード

バックの項目にマイナスの負荷量が付与されている

ことから，教養教育の実施において教育支援体制と

教養教育の問題把握・対応体制のいずれかで高い評

価を得る成分とした。

総合評価が高いグループのうち，教育支援体制に

強みを持つグループは，北海道大学，広島大学であ

る。北海道大学は，「高等教育機能開発総合センタ

ー」が教養教育の実施運営を一元化しており，配下

の「高等教育開発研究部」が教養教育に関する様々

な課題について検討・提案し，「全学教育委員会」

が審議を行う。各々の責任体制を明確にしたうえで

重層的に審議するシステムを運用していることが評

価されたと考えられる。また，広島大学では，平成

９年まで教養教育の責任部局であった総合科学部が

一元的に担当しており，機能的に運用されている点

が評価されている。一般的に「共通教育運営委員会」

などの教務委員会などが教養教育を統括する組織と

なるなか，教養教育を主体として一元的に統括する

組織を有する大学が評価される結果となった。

一方，取り組み状況や問題点を把握するシステム

と問題点を改善に結びつけるシステムの評価が高い

グループの特徴は２点ある。第１にカリキュラムの

見直しなどの様々な課題について，担当委員会が情

報収集及び調査を行い，体系的に問題点を把握する

と共に，広く学内に公表する機能を整備している点

である。なかでも学生からの授業評価やアンケート

をはじめとして，客観的評価を取り入れた問題把握

システムを機能させることが評価の対象となってい

る。第２に，把握した問題点について，解決に向け

て取り組む制度や体制を具体的に整備している点が

あげられる。

前者の評価事例としては，「「教育方法等改善委員

会」で問題点を洗い出し，報告書にまとめて全教員

に配布する（山形大）」，「「教養基礎教育調査／研究

委員会」の下に４つの小委員会を置き，役割に応じ

た事項について調査，情報収集を行う（秋田大）」，

「評価活動の大部分が外部評価及び学生評価による

もので，アウトカム・アセスメントとしても高く評

価できる（東京大）」，などがあげられる。一方，後

者の評価事例としては，「年度ごとに教務委員会で

達成できたこと，得られた成果，できなかったこと

を詳細に自己評価報告書にまとめて報告し，それに

対応するプロジェクトが課題の解決にあたる（奈良

教育大）」，「各種の点検・評価に際しては，アクショ

ンプランを付すことを義務づける（高知大）」があ

げられる。

高い総合評価を得る大学に共通する点は，FD活

動と学生による授業評価への取り組みの２項目に対

する評価も相応に高いことである。評価機構のアン

ケート６）によると７０％を超える大学が全学で FD活

動を実施すると回答するが，その中でも大学全体を

対象とした組織的な FD活動や研修会等を通じて頻

繁に行われる FD活動が評価されている。高評価事

例としては，「「高等教育開発研究部」を中心に大学

全体を対象とした組織的な FDの実践（北海道

大）」，「授業改善のためのシンポジウムを毎年開催

し，習熟度別英語教育などの議論を集中的に行う（茨

城大）」，「部会毎の会議や研修会等を通じた活発な

FD活動（東京大）」，「毎年１泊２日の FDを行い，

延べ参加者は１，０００名を超える。これに伴い，授業

内容の見直しを活発に行う（広島大）」などがあげ

られる。

また，学生による授業評価７）も全大学で実施する

と回答する大学が７０％を超え，授業評価の指標とし

て既に定着している。そのため，授業評価アンケー

トを実施して結果を公表するだけでなく，授業改善

施策をフィードバックするシステムを構築している

点が評価のポイントとなる。つまり授業改善のため

の解析プロセスと改善プロセスを機能させているこ

とが重要となる。具体的には，「教養基礎教育全体

について３種のアンケートがなされ，その結果は報

告書にまとめられて全教員に配布する。そのうち授

業評価は教員毎にその結果がフィードバックされ，

改善効果が確認されている（秋田大）」，「学生の授

業アンケートなどの結果を受け，授業状況把握と授

業改善に使われる。平成１３年からは推奨授業表彰の

選定に利用（茨城大）」がある。そのほか特色ある

取り組みとしては，「授業評価の結果を校費の傾斜

配分に反映させている。教員の意識改善を求める取

り組みを行っている点で評価できる（北見工大）」，

「授業評価の集計結果は授業改善の工夫例と合わせ

て各教員に送付されており，教員へのアンケート結

果から改善実績を含めたフィードバックを確認でき

る。（金沢大）」，「授業アンケートの解析評価により，

奥 居 正 樹
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連続して１／４以下の順位にある授業科目の担当教

員には副学長が直接指導を行い，改善を促す（大分

医大）」などがある。

一方，低評価の理由をまとめると，�教養教育に
関する委員会が多数有り，それらの運用が複雑なた

め組織間調整が必要となる，�委員会の任期が１～
２年間であり，継承性に問題がある，�把握した問
題点について全学的に集約するシステムが無い，で

あった。

上記を総括すると，教養教育を実践する組織体系

は委員会（委員会統括）方式やセンター（部局統括）

方式という差異があり，各大学のリソースや運営事

情等によって形態が異なる。しかし，責任・権限を

明確にした「自己点検委員会」等によって問題点を

継続的に把握し，自己報告書等で全教員に問題点を

認識・共有させ，積極的に解決策に取り組むという

一連の改善サイクルを構築することが，教養教育の

実施体制としての基本スタンスであろう。今後は，

このような改善サイクルの実行スピードを高めると

ともに，複数の改善活動を同時展開するコンカレン

トアクティビティを実践することが望まれる。ほと

んどの大学は問題点を把握し，報告書を教員に配布

して問題点認識の共有化を図る努力を行っている。

次のステップとしては，問題解決を支援するための

手段として横断的組織を整備し，かつ有機的に連携

させることが課題であろう。愛媛大学でも大学教育

総合センターを中心とした運営体制が整備されてい

るが，更なる実施体制の改善のためには，権限と責

任を負った専門的組織として常時改善活動をリード

することが必要であろう。また，教員個人と全学組

織との間に共通のベネフィット（利益）とベクトル

（方向性）に整合性を持たせて，組織末端から迅速

な改善施策を展開する体制を作り上げることが必要

と考える。

教育課程の編成

教育課程の編成に関する評価結果は図３の通

り，８０％を超える大学が目的及び目標の達成に「お

おむね貢献」との評価を受けている。また，教育課

程の編成に関する４項目を主成分分析した結果注３を

図４に示すが，項目による評価ウェイト差はあまり

なく，半数以上が目標・目的に対する達成度評価が

高いと評価される。現在，教養教育と専門教育を区

図３ 教育課程の編成における評価結果
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別して独立的に展開している大学が皆無であり，か

つ，ほぼほとんどの大学が全学共通の実施組織を持

つことから，一元化された運営組織の下で教養教育

課程が編成され，良好に実践されていると評価され

た大学が多いと考えられる。また，「かなり達成し

ているが改善の必要がある」との評価だった大学は

１６校（１７％）だが，学部数が少ないとその比率が高

くなる。個別の評価観点に対する評価についても，

「教育課程の編成の実施形態（年次配当等）」を除

いて，学部数が少ないほど「一部問題がある」との

評価を受ける傾向が強い。これは，教養教育に関わ

る教員数や開講科目数などでリソース的な問題がボ

トルネックとなることが主たる原因と考える。「教

育課程の編成の実施形態（年次配当等）」について

は，大学規模とは関係ない評価傾向が示されてい

る。これは，ほぼ全ての大学で教養教育を４年間一

貫教育で実践することを目標として掲げており，カ

リキュラムの設定や実施形態などの実践面で特に独

自性を発揮する大学はそれほど多くなく，大学規模

の大小による差異があまり無いためと考えられる。

「教養教育と専門教育の関係」については，大規

模校が優れているとの評価は示されていない。これ

は大規模校で既に取り組まれているべきとの認識が

評価の背景にあり，際だって先進的な取り組みを行

う大学であると評される大学が無かったことが要因

と考えられる。

教育課程の編成に関する状況のうち，「教育課程

編成の内容的な体系性」と「教育課程編成の実施形

態（年次配当等）」について主な評価項目をまとめ

ると，�くさび形教育の実践，�授業時間割への配
慮，�幅広い履修科目の提供，の３点となる。
�については，学士教育として４年間に渡る教養

教育の実施を目標とするなか，実際に高学年での教

養科目の履修が成されるかが評価の基準となる。特

に専門性の高い教養科目や学際科目は，学生の専門

科目と併行して履修する方が学習効果は高くなると

の考えから，高学年での教養教育の実践例が高く評

価されている。評価事例としては，「専門性を持っ

た教養科目を設置し，専門科目と併行して履修させ

る（北見工大，他）」，「３・４年次の後期課程で，

幅広い教養教育科目の履修を目的に教養教育科目８

単位の履修を義務づける（一橋大）」，「教養教育は

図４ 教育課程の編成における目標・目的達成度の評価傾向
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主に１－３年次に履修させ，学際・共通科目は専門

教育と併行させるため３－４年次に開講する（名古

屋工業大）」，「低年次にもっぱら専門科目を学び，

主題科目は４年次に配置する（名古屋大・法）」，「総

合選択履修を卒業要件とし，全学教育科目と所属外

専攻教育科目を４年にわたり併行して履修（九州

大）」である。反面，特に教育大学や医科大学にお

いて教職課程・医学専門課程などのカリキュラム上

の問題から，教養科目の履修が１－２年次に偏る傾

向が強く，問題点として多数指摘されている。資格

取得のためにカリキュラム変更に制限がある大学の

事情も勘案する必要があるが，くさび形教育の達成

尺度を，各々の大学が定義し，認知させることが必

要である。

�は学生の利便性の視点から，専門教育との競合
を避けた，教養教育科目の授業時間割編成に配慮す

る点である。特に専門教育と教養教育の時間帯を分

け，学生の教養教育科目の受講に対する制限やクラ

スサイズに対する配慮を実施する大学の評価が優れ

る。評価事例としては，「４年間の一般教養科目の

開講予定，セメスターと時間割などを明示し，履修

が制度的に補償されるシステムを採用（大分大）」，

「年次毎に履修できる単位に（１年次２８単位，２年

次１８単位，３年次８単位）時間割作成を厳密に行

い，履修科目の上限を設定する（静岡大）」，「時間

割編成上，共通科目の開講枠での専門科目の開講を

原則として禁止し，半期で８コマの教養科目が履修

可能とする（山梨大）」，「少人数教育の円滑な実施，

クラスサイズの均一化を図るため，「英語」以外の

外国語科目，総合科目などは全学生を対象として履

修時間帯を定めて授業を実施（広島大）」がある。

学生が自由に興味を持つ教養科目を主体的に受講で

きるよう配慮することは，教育課程編成の重要な要

素であり，大学が４年間の教養科目開講予定とその

時間割を明示して，履修を保証するシステムはベス

トプラクティスとして特筆に値する。

�は学生の知的関心の幅を拡げる観点から，開講
科目の多様性が評価される。多様性を実現するため

の大きな流れとして２点特徴があげられる。第一

に，従来の基礎専門科目に対し，所属学部による履

修制限を廃してオープン化することであり，第二

に，日本語運用能力やコンピュータリテラシーを向

上させる基礎的技法を修得する科目を開設すること

である。評価事例としては，「教育原論として他分

野科目を１２－２０単位履修する（神戸大）」，「教養科

目を複数学部の学生を対象として開講する形でオー

プン化する（大分大）」，「基礎的技法の確実な修得

（日本語での読み・書き・議論する能力，コンピュ

ータを扱える技能，英語の運用能力）（山口大）」な

どがある。専門課程への所属決定の際，教養教育の

成績で振り分ける制度を採用する大学もあるが，「成

績判定に用いる科目をカテゴリ毎に上位１／３の科

目に制限し，成績評価の難易度にとらわれない履修

科目の選択を促進させる（東京工業大）」のように，

学生の興味を重視した科目の履修を促す施策がとら

れる大学も評価が高い。

「教養教育と専門教育の関係」についても，「多く

の選択科目を配置する一方で，専門科目の履修に不

可欠な「基礎教育科目」を積極的に必修に指定し，

専門教育で学習した知識を基盤とすることによって

理解が深まるような教養教育科目を開講する（東京

商船大）」，「共通科目を「教養科目」と「基礎・専

門教養科目」に分割し，教養教育と専門教育を結び

つけるように，学科の特性に従って検討する（東京

農工大）」，「教養教育と専門教育の関係を考慮した

カリキュラム編成とし，学生の成績との連関性をデ

ータによって検証して改善を図る（京都工芸繊維

大）」などの取り組みに対する評価が高い。

一方，問題点として指摘された事例としては，�
教養教育と専門教育課程の位置づけ・関係性の整

理，�高学年専用の教養教育科目の未設定，�習熟
度に対する対応，�学生の専門以外の科目の履修促
進であった。特に愛媛大学が指摘された課題として

は，「教養教育科目の設置趣旨として１－２年次へ

の配置を意図しているわけではなく，年次配当の基

本的な考え方が見えにくい」，「学生の専門分野に近

い教養教育科目を受講する傾向が強い」であった。

最後に「授業科目の内容に関する状況」において

評価された項目をまとめると，�地域性を活かした
科目の開講，�学生参加型科目の導入，�外国語教
育・キャリア科目の拡充であった。いずれも大学の

地域性・個性を高めて差別化をはかるとともに，学

生の主体的行動能力を促す学習科目を開講すること

が評価に結びついている。

以上を総括すると，教養教育の編成や開講内容に

ついてはおおむね各大学の目的・目標と合致してい

ると判断され，高く評価されたと考えられる。その

なかでも，４年間にわたって学生の視野を拡げるた

大学評価・学位授与機構による「教養教育」評価傾向について
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めの教養教育科目の提供の有無と，学生の視点から

見た教養教育の実践体制の有無が評価の基準となっ

たと考えられる。今後は高学年での教養教育科目や

専門性を踏まえた学際分野の授業などの開講数や履

修者数の推移，学生が負荷無く教養科目を履修する

ための編成組織の機動力が評価の対象となるであろ

う。在校生・卒業生を中心とした授業編成アンケー

トを基に教育ニーズを掘り下げ，ニーズの早期提供

に向けて全学的な教育問題として対応することが望

まれるとともに，既存の学士教育の内容を多様化す

ることを推し進めることが必要となろう。

教 育 方 法

教育方法における最終評価と各々の評価項目の関

係について重回帰分析を行うと注４，成績評価の一

貫性と厳格性に対する評価ウェイトが著しく重く設

定され，時間外学習指導の設定や教養教育のための

設備，教養教育のための図書整備等については評価

ウェイトが比較的軽く設定されている。そのため，

教育方法に対する評価ポイントは，高等教育機関の

課題である教育対応の質と評価の厳格性・妥当性を

中心に評価が進められたと考えられる。

教育方法の評価において，評価ウェイトが重い４

項目（授業形態，学力に即した対応，評価一貫性，

評価厳格性）と授業形態と相関関係が比較的高い IT

学習環境注５の計５項目に対して主成分分析を行

い，各大学の目的・目標に対する評価を図示すると

図５となる。主要因分析の結果，初期の固有値が１

以上のものから２因子を採択した。第１因子は全項

目にわたり高い負荷量が付与されていることから，

教育方法における総合的な取り組みに対する評価と

した。第２因子は授業形態と学力に即した対応に高

い負荷量が付与される一方，成績評価の一貫性や厳

格性にマイナスの負荷量が付与されていることか

ら，授業形態と成績評価のいずれが評価されたかを

示す成分とした。

おおむね優れていると評価された大学に共通する

項目は，成績評価の一貫性や厳格性で相応であると

の評価を得ていることである。「教育方法」におい

て「問題あり」と指摘された大学は２校あり，その

中の一つに愛媛大学が含まれる。この低評価の原因

は，成績評価の一貫性と厳格性において「「センタ

ー運営委員会」で話題に上っている段階」であるた

図５ 教育方法における目標・目的達成度の評価傾向
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めであり，評価機構より深刻な問題点として指摘さ

れたと考えられる。

成績評価一貫性という観点では，教育の質の保証

が求められ，教員による恣意的な成績評価は許され

ない。そのため大学全体として成績評価の妥当性や

信頼性を確保することが重要となっている。評価基

準として，各授業科目を担当する教員の評価方法，

各課題の達成度を測る指標の策定，試験問題の難易

度の摺り合わせ等を行うために議論する機会を設

け，公平性と標準化された評価基準としてシラバス

などで公開することが必要となった。少なくとも同

一教養科目については，共通テキストで授業進度を

合わせ，同一の試験問題を用いて評価基準を合わせ

るなどの集団的取り組みが求められる。さらに，成

績評価が確定する前に自らの評価基準について説明

する機会を設け，客観的な点検を組織的に実践する

姿勢が求められている。この観点において優れてい

ると評価されたのは，「成績評価を教務課に提出す

る前に，教養科目会を開催して教員が自分の評価に

ついて説明する機会を持つなど成績評価に一貫性・

客観性を保つ取り組みが行われる」島根医科大のみ

であった。一方，９５校中７９校（８３％）が「一部問題

有り」と評価され，その要因は成績評価の評価プロ

セスが組織的に確立しておらず，各担当教員に任さ

れているとの判断によるものであった。

また，成績評価の厳格性（妥当性）についてだが，

一貫した評価方針による学習成果に対する評価より

も成績配分の厳格化で捉えられる傾向が強い。前者

は評価基準の明示や答案レポートの返却などによ

り，成績評価に関する情報開示を実施したうえで，

あらかじめ設定された基準に則って成績評価を与え

ていくものである。後者は成績配分を一定基準で定

め，学習成果に応じて成績評価として与えていくも

のであり，GPA制度として導入する大学も増えて

いる。評価基準としては，評価を算出する基準の明

示と厳格な運用体制が主たるものであった。また，

GPA制度を導入する大学については，おおむね好

意的な評価を得るものが多い。一方，成績評価格差

を検討する組織的な取り組みを行わない大学につい

ては全て「問題有り」と評価されていることから，

早急に取り組むべき課題として指摘されたと考えら

れる。また，基準に則した成績評価の状況を客観的

に分析する手段を，評価基準として学生に公表・認

知させることも求められている。

この観点では東京大学のみが優れていると評価さ

れるが，この背景には進学振り分け制度の存在が大

きい。「Ａ（優）の割合を３割程度と教授会での申し

合わせを定め，「Ａ（優）」の割合が２～４割を超え

る場合は理由書を付し，運営委員会での議を経て認

められる」と規定されているが，これは進学振り分

けのために「成績評価の規格化」の徹底が必要だっ

たためである８）。

成績評価に関する両観点に必要な施策としては，

成績評価が適切に行われていることを確認する手段

を持つことであろう。成績評価の基準を学生と教員

の両者が納得し，学生アンケートによって「妥当な

評価を受けた」との問いに一定割合で満足を示す結

果が得られるよう，成績基準の認知をはかるととも

に評価のフィードバックを確実に実施することが肝

要である。個々の大学が各々の特性に応じた成績評

価の基準を設定・運用すると，数年後には教育機関

としてのコンセンサスが創出されよう。海外大学と

の学生交流や国内大学での単位互換制度が拡充する

など，大学間での協調体制が整備されるに従い，成

績評価の基準も一定の方向に収斂していくものと考

えられる。

授業形態での主な評価指標は，クラスサイズで

あった。語学科目・情報系科目では履修学生数の制

限を実施する大学が多いが，総合科目や専門基礎科

目，演習・実習について各々クラスサイズを決め，

厳格に運用する大学が評価されている。優れている

と評価された大学におけるクラスサイズは講義科目

が９０－１００人，初修外国語が３０－４０人，実験・演習

科目が１０－２０人程度であった。評価事例としては，

「学生の授業評価の結果に応じて，学生参加型授業

の開設や履修登録単位数の上限設定，オリエンテー

ションの充実によりクラスサイズの適正化を図る

（秋田大）」，「少人数教育を重視し，教養教育関係

２２１科目のうち，４１％の科目が演習・実習・セミナ

ー等の少人数教育を取り入れている。課題探求・問

題解決型の教育方法を採用した授業が多数開設され

る（東京工業大）」，「語学科目が３０人，健康科目が

４０人，講義科目が９０人となるようにする（茨城大）」，

「各授業科目に適した少人数制のクラス編成や TA

の活用により双方向的な授業に配慮する（大阪大）」

などがある。

一方，低評価の要因をまとめると，�クラスサイ
ズの妥当性を定義したうえで運用されておらず，�
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上限目標値を超過した場合の対応策を整備していな

いことがあげられる。いずれについても，クラスサ

イズの上限目標値の遵守率が鍵となる。�について
は授業アンケート等を通じて適切なクラスサイズを

模索するとともに，同じ授業科目名でのクラスサイ

ズは一定に揃えるなどの努力が必要となる。�につ
いては講義科目数を増やすか，受講科目数に制限を

設けるかのいずれかが解決法となる。教員リソース

の観点から後者を選択する大学が多いが，履修登録

単位数の上限を設定して授業登録数に制限を設け，

受講放棄率を抑制する施策を採用する傾向が強い。

愛媛大学が指摘された点は，「同じ授業科目名で

受講者が４０名から４００名にわたるクラスが併存して

いることは不自然」であった。学生の主体性による

授業選択システムを採用するが，クラスサイズや授

業選択の偏向性については改善の余地があろう。

学力に即した対応という観点では，�能力別・習
熟度別クラス編成の有無，�補習授業の有無が評価
対象となるが，組織横断的な体制が敷かれているこ

とが判断基準となった。�については，主に語学科
目（英語）が中心となるが，センター試験の成績や

プレイスメントテストによるクラス編成を実施する

大学の評価が高く，制度が整備されていない大学の

評価は低い。評価事例としては，「入学時全員に

TOEFLを受験させ，成績により達成度別クラスを

編成する（東京医科歯科大）」，「外国語では CALL

授業での個別指導や英語（リスニング）でのプレイ

スメントテストによる習熟度別クラス編成を行う

（大阪大）」，がある。�の補習授業については，理
系基礎科目を中心として，学力差を解消するための

クラスの設置が問われた。基本的に大多数の大学で

補修授業に取り組まれているが，教員が自主的に補

習授業を開設するなど教員個人の努力が主体の大学

の評価は低い。つまり，学力把握と向上のための対

応は，全体の底上げをはかる必要性から教員個人で

はなく，組織的に取り組む姿勢を示すことが必要で

ある。このような施策は後述する成績評価の一貫性

や厳格性等の観点から，評価基準を教員全てで共有

し，統一性が求められることから必要となるためと

考えられる。

その他の観点としては，シラバスの記載方法に厳

しい評価を下している。シラバスは授業に関わる進

め方や内容を記した契約書に等しいものであり，簡

潔に講義概要を把握できる点が評価された。特に「成

績評価の方法」，「予習等の授業時間外学習について

の指示」，「オフィスアワー」の項目を明示すること

が求められた。シラバスの運用上の評価点として

は，書式の統一や授業の進行状況に合わせた訂正入

力の実施などが評価ポイントであった。評価事例と

しては，「様式が全学的に統一され，学生代表の意

見も取り入れており，常に見やすさをめざして改善

されている。授業計画などについては科目毎の特性

に沿った記述が可能なように指示されており，授業

時間外の準備学習については，学生に取り組みを促

す記述がなされている（岡山大）」がある。

教育の効果

教育の効果に関する評価項目は，大学のステーク

ホルダー（利害関係者）に対して教養教育の質や成

果について質問し，そのフィードバックを通じてシ

ステム改善を促すことを目的とする項目である。残

念ながらほとんどの大学は「一部問題有り」ないし

「問題有り」と評価され，今後の課題として指摘さ

れる結果となった。各大学の取り組みだが，学生に

よる授業評価制度はほぼ全て（９３校）で取り組まれ

ているが，「学生の履修状況」に対しては，直接的

に確認できる根拠資料を収集している大学はほとん

ど無く，「卒業生」からの直接的なアンケート集計

を実施している大学はほとんど無い。また，「専門

教育実施担当教員」の評価項目に対しては，ほとん

どの大学の教養教育担当教員は全学出動体制のもと

で教養教育と専門教育を掛け持ちする現状とは乖離

した項目となっている。いずれも評価基準につい

て，評価者と被評価者との間で合意されたものでは

ないため，評価結果を議論することは難しいと考え

る。特に「学生の履修状況について」は間接的デー

タとして単位取得率や履修登録率を用いるが，成績

の厳格性や授業編成の問題と併せて検討すべき内容

であろう。

学生による授業評価制度については，アンケート

の設問項目の内容や授業満足度の結果が評価対象で

あった。評価事例としては「アンケート結果が良い

と客観評価も良い傾向（島根医科大）」，「アンケー

ト項目が流動的なため，学生の評価が真に改善に結

びつくかは今後の課題である（富山医科薬科大）」，

「教員の指導法については評価が高いが，授業内容

について，教養や見識を養う上で「得るところの多
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い授業であった」が７割である一方，「よく理解で

きた」が５割程度と高くない。また学生自身が授業

に関連して自宅や図書館などでよく勉強したが１４％

で低く，学生の自主性が身に付いていないと推察さ

れる（山口大）」，などであった。この評価項目の特

徴としては，各大学でのアンケートの集計結果が，

そのまま評価機構の評価となっている点がポイント

であり，評価機構としてアンケートの質問項目や手

法について言及されていない。

ま と め

これからの大学には，教養教育の編成から各自の

問題点の把握，改善プロセスの実践，解決の確認と

新たな問題点の探索に至る一連の評価改善サイクル

と一元的に取り組む組織の設置が求められている。

特に問題点把握のための学生アンケートを実施し，

その結果をもとに授業支援を行う組織や教育編成の

改善に取り組む組織が改善プロセスの実践において

は必須である。また，これらの組織には責任権限が

明確に示され，集中的かつ機能的に改善活動に取り

組む姿勢が求められる。そのため，評価結果を断片

的に捉えるのではなく，経年変化と共にどのように

改善されたかという尺度を，各大学が策定すること

を忘れてはならない。各大学の掲げる教養教育に対

する目的・目標は相違するが，改善プロセスを重ね

て高等教育機関としての理想像に近づこうという姿

勢に差はない。そのため，他校の高評価事例につい

て調査研究し，良い取り組みだけ自学に取り入れる

努力と，自学に合わせた方法を試行錯誤しながら実

践し続けることが鍵となろう。

（注）

注１ 目的および目標の周知・公表に関する項目は，

教養教育関連の報告書の発行有無やホームページ

の開設状況が評価対象であり，直接的に教育の実

施体制や改善への取り組みに関わっていないと判

断し，主要因分析の分析項目から除外した。

注２ SPSS Ver１１．５．１Ｊを用いて，教養教育の実施

体制８項目について，主成分分析（相関）を計算。

成分行列および累積寄与率は下記の通り。

注３ SPSS Ver１１．５．１Ｊを用いて，教養教育課程編成

の４項目について，主成分分析（相関）を計算。成

分行列および累積寄与率は下記の通り。

注４ SPSS Ver１１．５．１Ｊを用いて，教育方法の評価結

果を独立変数とし，授業形態，学力に即した対応か

ら成績評価の厳格性までの全１０項目について，多

重回帰分析を行い，下記の結果を得た。

注５ IT学習環境は，講義や演習などで視聴覚設備を

導入する大学が多くなり，多様な講義形態に応じ

て整備されたため，授業形態との相関関係が高く

なったと推測される。そのため，調査項目として

追加した。
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